
第１回　大鳴門橋自転車道検討部会(R5.1.31)
大鳴門橋自転車道に関する「管理運営」「魅力向上」について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料１
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（１）事業概要

【自転車道設置の目的】

　 サイクリングに対する需要が高まっている中、
兵庫県と連携し、大鳴門橋の「桁下の新幹線空間
（四国新幹線整備までの期間）」を活用した自転車
道を設置し、
・交流人口の拡大（鳴門海峡の往来）
・観光振興の推進（サイクルツーリズムの推進）
・ポストコロナ新時代の生活様式変容に
  対応するための「自転車人口拡大」
に繋げる。
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（１－２）事業概要

○四国新幹線整備までの期間を有効利用
○自転車道の機能を持つ「観光施設」として整備（利用は自転車・歩行者）
  （自転車道の断面は、「しまなみ海道　因島大橋の自転車道」を参考）

○「渦の道」との共存が前提
　

①　総事業費：約２８億円＜全体約５８億円＞
②　予定期間：工事着手後４～５年
③　延　　長：868ｍ（桁下768m＋アプローチ100m）＜全体1,799m（70m＋1,629m＋100m）＞  
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（２）これまでの検討状況

①　自転車道付加による耐風安定→Ｏ.Ｋ
＜風洞試験の結果＞
「因島大橋の自転車道」を参考にした模型で実施
照査風速：87.6m/s(設計風速73m/s×1.2)
設計風速：150年確率　安全率：1.2
風向：橋軸直角方向(瀬戸内海側→太平洋側)
　　　　　　　　　　　　　　【より厳しい風向条件】

耐風安定性の確保可能

※今後、これまでの検討結果を
　考慮した構造で、確認のための
　風洞試験を実施予定

　

②　法的規制→Ｏ.Ｋ【見込み】

　　＜道路法＞
　　　・道路区域（大鳴門橋）の占用
　　＜自然公園法＞
　　　・瀬戸内海国立公園内の工事
　　＜文化財保護法＞
　　　・名勝「鳴門」との調和
　　＜建築基準法＞
　　　・「渦の道」を含めた建築確認　　　

③　空間配置→Ｏ.Ｋ
・既存設備への影響
・「渦の道」への影響

※「渦の道」と兼用する一部区間
　(エントランス・展望室・主塔部)　は、
　安全、眺望等を考慮し、自転車は、歩行（押し歩き）を想定

④　需要予測→多くの利用見込み
　
　約５５万人（渦の道）※Ｒ元：新型コロナの影響前

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　自転車道設置後

＜想定利用者数＞ 
　　 約65万人～75万人（渦の道含む）

　　　　　　内、サイクリスト約９万人（マイ自転車）
※安全で快適な通行や円滑な施設運営等に支障のない
　適切な利用者数となるよう兵庫県と「料金設定」等を検討・調整

※自転車道の維持費等は料金収入で確保見込み　　　
　　　　　

【標準部】　自転車道は中央配置
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＜意見：利用対象車種＞
　 ●通行の安全確保の面から、利用対象車種の限定（確認）が必要
　　→検討中。
　　　 例えば、対向の可否を考慮し、
　　　 普通自転車の最大幅（Ｗ＝６０ｃｍ）を超えない車両を基本に検討する。
　　　 ※押し歩き（普通自転車）の占有幅　Ｗ＝８０ｃｍ　※対向時　Ｗ＝１８０ｃｍ

　

（参考：対向イメージ　※渦の道Ｗ＝２ｍ）   

（３）　前回の検討委員会の意見と今後の方針（案）

（１）管理運営   

   （参考：様々な車両）　
　

  クロスバイク　   クロスバイク（Ｅバイク）　   タンデムバイク　
  Ｅバイク＋

チャイルドトレーラー　   キッズバイク　



　＜意見：押し歩き＞
　　　●安全確保のため、「④展望室～③合流部（主塔部）」は、「乗る」又は「押し歩き」に統一。
　　　●「渦の道」の繁忙期に、自転車を押し歩くにしても、非常に心配。
　　　→滞留による混雑が想定される展望室は、安全通行を第一に「押し歩き」となることから、
　　　　　「展望室～合流部（主塔部）」は、「押し歩く」こととし、対向が可能な「渦の道」を活用する。
　　　→繁忙期も含め、展望室での自転車の「押し歩き」による混雑を軽減させるため、
　　　　 ②の「分離部（点線６５ｍ区間）」は、「駐輪場」として活用の検討を進める。
　　　→繁忙期の混雑軽減として、自転車の「入場コントロール」などを検討する。

③※

　　＜意見：通行区分＞
　　　●標準部幅員４ｍの内、歩道１.５ｍは厳しいため、通行方法の工夫が必要。
　　　→物理的な通行区分は障害となる恐れがあることから行わず、
　　　　　「路面標示」での対応を検討する。
　　 　　（例）歩行者（又は自転車）が、前方から来る自転車（又は歩行者）を視認し、
　　　　　　　　 安全かつ柔軟に通行できるよう、自転車は中央部で対面、歩行者は端部で一方通行　



　＜意見：エントランス部＞
　　　●利用者増に対応するため、「渦の道」の出入口の拡幅が必要
　　　→検討中。

　
   （参考：渦の道　エントランス部　Ｗ＝２ｍ（入口通行部）、Ｗ＝２ｍ（チケット収受部））

　＜意見：アプローチ橋＞
　　　●自転車と人が混在するアプローチ橋（鳴門公園～渦の道）の改善が必要
　　　→検討中。　

   （参考：Ｗ＝２ｍ）
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　★参考：鳴門公園周辺の施設等（鳴門公園　うずうず散歩道）

（２）魅力向上   



鳴門市のレンタサイクルの状況
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＜意見：レンタサイクル＞

●レンタサイクルスポットの位置の検討が必要
→鳴門市、地元関係団体等と連携して取り組む。　



＜意見：サイクルステーション＞
　 ●サイクリストの受入拠点となる「サイクルステーション」が必要
　　→休憩、メンテ、県内周遊の情報発信等の機能を持つサイクルステーションを、
　　　 既存施設の有効活用の観点から、「エディ」活用の検討を進める。
　

   （参考：サイクルステーション　ＵＺＵ　ＰＡＲＫ）



＜広域サイクルルートの拠点＞
大鳴門橋への自転車道設置が実現すれば、
・「しまなみ海道」を走行する、瀬戸内海一周ルート「セトイチ」
・ナショナルサイクルルートの指定に向けた取り組みが進む
　淡路島一周ルート「アワイチ」
・四国４県が連携して進めている四国一周ルート「シコイチ」
　の３つの広域ルートの唯一の接点となる鳴門から
本県の様々なサイクリングルートへの接続が可能。　

・鳴門周辺のルートを重点的に整備。
　　　　　

県内広域

個別ルート
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＜意見：県内各地への誘導・連携、ガイドツーリング、など＞
　 →鳴門市、地元関係団体等と連携して取り組む。　



　受入環境の充実（民間等との連携）
徳島大学

サイクルツーリズム講座
（県内外・産官学）　

ＪＲ駅のサイクルピット
輪行袋の貸し出し

サイクルキャビン（大型観光バス） サイクリングツアー・ガイド養成

四国一周サイクリングおもてなしサポーター（民間）

鳴門海峡自転車輸送サービス

・ドリンクサービス
・工具貸し出し
・施設利用料割引

（一社）鳴門板野青年会議所

サイクルステーション（SO RA PA）
※徳島阿波おどり空港近隣


